
危険物施設の定期点検について 

定期点検の必要性 

危険物施設における火災・漏えい事故の原因は、火災では管理・確認不十分等の人的

要因が、漏えいでは腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっております。 

これら危険物施設において発生する火災、漏えいなどの事故は、人命や財産に大きな

被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に多大な影響を与えることになります。

施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に留めるためには、日常点検はもちろん、「定

期点検」を適正に実施することが重要です。 

定期点検が必要な施設 

消防法第 14 条の 3の 2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期

に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することを義務付けております。こ

れに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場

合には、罰則が適用されることもあります。点検が必要となる施設は以下のとおりです。 

定期点検が必要となる施設 

施設区分 条件 

地下タンクを有するもの 

製造所 

指定数量の倍数が 10 以上 

屋内貯蔵所 指定数量の倍数が 150 以上 

屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が 200 以上 

屋外貯蔵所 指定数量の倍数が 100 以上 



地下タンク貯蔵所 すべての施設 

移動タンク貯蔵所 すべての施設 

給油取扱所 地下タンクを有するもの 

一般取扱所 

指定数量の倍数が 10 以上及び地下タンクを有するもの 

※指定数量の倍数が 30 以下で、かつ、引火点が 40℃以上の第 4類の

危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所を除く。 

 

 

 

具体的な実施項目 

定期点検において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期

等は「危険物の規制に関する規則」に定められています。 

点検すべき内容 
・位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて

実施する。 

点検を実施すること

ができる者 

・危険物取扱者 

・危険物施設保安員 

・危険物取扱者の立会いを受けた者 

点検の実施時期 ・1年に 1回以上 

点検記録の記載事項 

・点検を実施した製造所の名称 

・点検の方法及び結果 

・点検年月日 

・点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立

ち会った危険物取扱者の氏名 

点検記録の保存期間 3 年間（消防署に報告する義務はありません。） 



定期点検記録表 

総務省消防庁からの通知「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平

成 3年 5月 28 日付け、消防危第 48 号消防庁危険物規制課長通知）で示されています。 

※各定期点検表には、「別記 1-1（積載式移動タンク貯蔵所の定期点検表は「別記 1-2」）」

の表紙を添付しています。 

※屋内（外）消火栓設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、

粉末消火設備、自動火災報知設備、パッケージ型泡消火設備、固定式泡消火設備及び電

気防食施工施設の各定期点検は、製造所等の定期点検と併せて実施し、定期点検記録表

も一緒に保管して下さい。 

特定の施設に定められている点検項目 

災害発生防止の観点から、定期点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければな

らない施設があります。 

該当する施設は、「危険物の規制に関する規則」において定められており、一定の屋

外タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク（地下埋設配管）を有する施設で

実施しなければなりません。 

 地下貯蔵タンク及び地下埋設配管を有する施設において、地下埋設箇所に腐食劣化に

よる穴が生じ、危険物が流出する事故が多く発生しています。地下埋設箇所は、目視で

は発見することができないため、「漏れの点検」の実施が定められています。 

地下貯蔵タンク等の「漏れの点検」とは？ 

地下貯蔵タンク（地下埋設配管）を有する施設においては、「漏れの点検」を実施し

なければなりません。「漏れの点検」はガスや液体により、タンク及び配管に気密漏洩

がないかを確認する点検です。 

具体的な方法としては、総務省消防庁から「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの

漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成 16 年 3 月 18 日付、消防危第 33 号消

防庁危険物保安室長通知）により示されております。 

点検方法 

「漏れの点検」の方法は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」

において、ガス加圧法、液体加圧法、微加圧法、微減圧法等によることと定めています。

ただし、二重殻タンク（タンクが二重構造となっており、強化プラスチックを使用した



ものなど）の外殻の点検は、点検方法が若干異なり、ガス加圧法、減圧法等により実施

します。 

点検実施者 

危険物取扱者、危険物施設保安員又は危険物取扱者の立会いを受けた者であり、かつ、

「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。 

「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」とは、財団法人全国危険物安全協会

により実施されている「地下タンク等定期点検技術者講習」の修了者等が該当します。

なお、地下タンク等定期点検技術者講習については、財団法人全国危険物安全協会にお

問い合わせ下さい。 

点検実施時期 

原則 1年に 1回以上実施しなければなりません。ただし、完成検査日や地下貯蔵タン

クの取替からの経過年数により、3年に 1回以上となる場合があります。 

※ 点検周期に関する詳細は次ページをご覧ください 

異常が発見された場合は？ 

定期点検で異常が発見された場合、もしくは技術上の基準に適合しない状態が判明し

た場合は、速やかに管轄する消防又は消防本部予防課へ連絡をしてください。 

改修工事を行う場合、内容によっては変更許可申請や軽微な変更届出が必要となる場

合があります。 

日常点検の重要性 

事故の未然防止、異状の早期発見には定期点検（法定点検）のみならず、日常点検（自

主点検）を行うことが有効です。特に設備機器の不具合の場合、腐食劣化による危険物

の漏えい事故が多く発生しておりますので、始業時、終業時等に設備機器点検や危険物

の在庫管理を実施し、事故の未然防止に努めましょう！ 

 



既設とは、平成16年３月31日時点で設置の許可を受け、又は許可の申請がされていたもの

既
設
の
製
造
所
等

告示第７１条第３項　（１と２は「かつ」）
　１ 　直径0.3 ミリメートル以下の開口部か
　　らの危険物の漏れを検知することができ
　　る設備により常時監視していること。
　２　 タンク室その他漏れた危険物の流出
　　を防止するための区画が地下貯蔵タン
　　クの周囲に設けられていること。ただし、
　　内面に腐食を防止するためのコーティン
　　グを講じた地下貯蔵タンクにあっては、こ
　　の限りでない。

告示第７１条第４項　（１と２は「かつ」）
　１ 　危険物の漏れを次のイ又はロにより確認すること
　　イ 　次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査
　　　　管により、１週間に１回以上危険物の漏れを確認
　　　　していること。
　　ロ　 危険物の貯蔵又は取扱い数量の１００分の１
　　　　以上の精度で在庫管理を行い、１週間に１回以
　　　　上危険物の漏れを確認していること。
　２　 タンク室その他漏れた危険物の流出を防止する
　　ための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられて
　　いること。ただし、内面に腐食を防止するためのコ
　　ーティングを講じた地下貯蔵タンクにあっては、こ
　　の限りでない。

危険物の漏
れを覚知し
その漏えい
拡散を防止
するための
措置が講じ
られている
場合

危険物の微少な漏れを検知しその
漏えい拡散を防止するための告示
で定める措置が講じられているもの

二重殻タンクの強化プラスチック製
の外殻のうち、地下埋設タンク等と
の間げきに危険物の漏れを検知す
るための液体が満たされているもの
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二重殻タンクの内殻

地下貯蔵タンク等の定期点検　（漏れの点検）

漏
れ
の
点
検
を
し
な
く
て
も
よ
い

タ
ン
ク
及
び
部
分

地下貯蔵タンク １年以内に１回（下記に該当しない場合）

完成検査（設置・交換）を受けた日から１５年を超えないもの

二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻

・　漏えい検査管により１週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。
（かつ）
　　　　　・　電気防食の措置が講じられていること
　又は　・　タンクが設置の条件下で「腐食するおそれのないもの」
【附則〔平成１５年１２月１７日総務省令第１４３号〕第３項第１号】

・　漏えい検査管により１週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。
　（かつ）
・　貯蔵又は取扱い数量の１００分の１以上の精度で在庫管理を行うことにより
　１週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。
　（かつ）
・　所有者等は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織、当該者
　に対する教育、在庫管理の方法、危険物の漏れが確認された場合に取る
　べき措置に関することその他必要な事項の計画を定め市町村長等に届け
　出ること。
【附則〔平成１５年１２月１７日総務省令第１４３号〕第３項第２号】
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既設とは、平成16年３月31日時点で設置の許可を受け、又は許可の申請がされていたもの

地下埋設配管に係る定期点検　（漏れの点検）

地下埋設配管 １年以内に１回（下記に該当しない場合）

完成検査（設置・交換）を受けた日から１５年を超えないもの
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に
　
１
　
回

危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための
措置が講じられている場合

・　漏えい検査管により１週間に１回以上危険物の漏れを確認してい
　ること。（かつ）
　　　　　・　電気防食の措置が講じられていること
　又は　・　タンクが設置の条件下で「腐食するおそれのないもの」
【附則〔平成１５年１２月１７日総務省令第１４３号〕第３項第１号】

・　漏えい検査管により１週間に１回以上危険物の漏れを確認してい
　ること。
　（かつ）
・　貯蔵又は取扱い数量の１００分の１以上の精度で在庫管理を行う
　ことにより１週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。
　（かつ）
・　所有者等は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織、
　当該者に対する教育、在庫管理の方法、危険物の漏れが確認され
　た場合に取るべき措置に関することその他必要な事項の計画を定
　め市町村長等に届け出ること。
【附則〔平成１５年１２月１７日総務省令第１４３号〕第３項第２号】
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 告示第７１条の２第２項　（１と２は「かつ」）
 　１ 　直径0.3 ミリメートル以下の開口部からの危険物の
　　 漏れを検知することができる設備により常時監視して
　　 いること。
 　２　 さや管その他漏れた危険物の流出を防止するため
　　 の区画が地下埋設配管の周囲に設けられていること。
　　 ただし、当該配管に電気防食の措置が講じられている
　　 場合又は当該配管が設置される条件の下で腐食する
　　 おそれのないものである場合にあっては、この限りで
　　 ない。

地
　
下
　
埋
　
設
　
配
　
管

新
規
及
び
既
設
の
製
造
所
等

告示第７１条の２第３項　（１と２は かつ）
　１　危険物の漏れを次のイ又はロにより確認すること。
　　イ　次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管により、１週間に
　　　１回以上危険物の漏れを確認していること。
　　ロ　危険物の貯蔵又は取扱い数量の１００分の１以上の精度で在庫管
　　　理を行い、１週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。
　２　さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋
　　設配管の周囲に設けられていること。ただし、当該配管に電気防食の
　　措置が講じられている場合又は当該配管が設置される条件の下で腐
　　食するおそれがないものである場合にあっては、この限りではない。

危険物の微少
な漏れを検知
しその漏えい
拡散を防止す
るための措置
が講じられて
いる場合


